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第８編住民／第２章住民施設
奈良市保健所･教育総合センター条例

制定:平成22年12月16日条例第50号

皿 ＝「 －｣　 施行沿革

口 題名等

曰 口 本則

曰 口 第1章 総則

口1 条(目的及び設置)

口2 条(名称及び位置)

口3 条(施設構成)

口4 条(施設の管理)

曰 口 第２章 保健所

口5 条(保健所)

曰 口 第３章 保健センター

ロ6 条(保健センター)

曰 口 第４章 教育センター

ロ フ条(教育センター)

日 口 第５章 駐車場

口8 条(機能)

口9 条(利用できる自動車)

口10 条(駐車料金)

口11 条(駐車料金の不徴収)

口12 条(駐車料金の還付)

口13 条(行為の禁止)

口14 条(損害賠償)

i

㎜

∩. 、･tｔ ｙFiふ幸 ↓日ｒ＋･｜－ ＋ 、１１ ７ ↓Ｓ･=４＝･／１へ7=1＝j-ｆ ゝ
甲

ｶ ッコ内を色分け･省略 ｜

○ 奈 良 市 保 健 所 ― 教 育 総 合 セ ン タ
一

粂 例

平 成22 年12 月16 曰 条 例 第5O 号

奈 良 市 保 健 所 ― 教 育 総 合 セ ン タ
一

条 例

名称 位置

奈良市保健所･教育総合センター 奈良市三条本町13番1 号

(施設構成)

第３条 総合センターは、次に掲げる施設で構成する。

(1)ｲ 呆健所

(2)ｲ 呆健センター

(Ｓ) 教育センター

(判 駐車場

(施設の管理)

第４条 総合センターは、その設置の目的に従い、それそれの施設の連絡調整を密にし､総合的に管理されなければ

ならない。

第２章 保健所

(ｲ呆健所)

第５条 保健所(奈良市保健所条例(平成13年奈良市条例第46号)第2 条に規定する奈良市保健所をいう。)の管理

については、この条例に定めるもののほか、規則の定めるところによる。

第３章 保健センター

(保健センター)

第６条 保健センター(奈良市保健センター条ｲ列(昭和55年奈良市条例第ﾌ 号)第2 条に規定する奈良市中央保健セ

レターをいう。)の管理については､この条例に定めるもののほか、規則の定めるところによる。

第４章 教育センター
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